
障害福祉サービス
申請書様式 添付書類

新規 第5号様式

○対象者であることが確認できる書類
○申請書別表（※区分が必要な場合は主治医欄要記入）
○世帯状況・収入申告書
○サービス等利用計画作成依頼届出書
→→→調査後、計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明

更新
第5号様式

△申請書別表（※区分更新の場合は主治医欄要記入）
○世帯状況・収入申告書
→→→計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明
△訓練系の更新の場合は事業所意見書

支給量変更 第11号様式 →→→翌月1日からに間に合うように当月中に計画案！

サービスの
変更・追加

第5号様式

△申請書別表（※区分が必要なサービスの追加時に必要。
主治医欄要記入）
→→→計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明

終了 第5号様式 △モニタリングを実施できた場合はモニタリングのみでもOK



障害福祉サービス…新規

• サービスの対象者であることの確認

「長崎市の障害者福祉サービス等の手引き（相談支援事業所
向け）」P.10



障害福祉サービス…第5号様式

ここは
チェック不要

代理で申請する
場合はここに
チェックし記入

該当する
方のみ
記入

忘れられ率
No.1

児童の
申請の
場合

ご本人又は児童の申
請の場合は保護者



障害福祉サービス…第5号様式

ここにチェックし相
談支援事業所名を
具体的内容欄に

記入

希望する
サービスに
チェックを入
れる

居宅介護については
・身体介助
・家事援助
・通院等介助 等

具体的なサービス名を
ここに記入

事業所名が決
まっている場合

は記入



• 調査をする場所や同席者・日
程調整連絡者を確認するもの

• 生活介護のみの利用の場合
は生活介護事業所での調査
OK

• 居宅介護＋生活介護の場合
は、自宅での調査

• 本人のことをよくわかっている
同席者がいた方がよい

• 区分が必要なサービスの申
請をする場合は主治医の記
入を忘れないように

障害福祉サービス…申請書別表

ここの記入もお忘れなく

区分をつけな
い場合は
記入不要

児童の申請では別表
そのものが不要

基本は自宅（居住し

ているGHや施設）



障害福祉サービス…世帯状況・収入申告書

者 児

ここは
記入不要

者：本人と配偶者 児：本人を含む世帯員全員

代理で申請する
場合はここに
チェックし記入

忘れたら大変



• サービス等利用計画作成依頼届出書

• 家賃証明（グループホーム）

体験での申請の場合は日割り家賃の記入も要

• 計画案

開始日と具体的なモニタリング期間（○・○・○月）

障害福祉サービス…申請後でOKの必要書類

～申請書提出から支給決定に至るまでの期間～
◎区分なし：1～1か月半程度
◎区分あり：2～2か月半程度

★調査の日程調整：申請書提出後2～3週間後に調査員より連絡（更新は約1か月後）



障害福祉サービス
申請書様式 添付書類

新規 第5号様式

○対象者であることが確認できる書類
○申請書別表（※区分が必要な場合は主治医欄要記入）
○世帯状況・収入申告書
○サービス等利用計画作成依頼届出書
→→→調査後、計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明

更新
第5号様式

△申請書別表（※区分更新の場合は主治医欄要記入）
○世帯状況・収入申告書
→→→計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明
△訓練系の更新の場合は事業所意見書

支給量変更 第11号様式 →→→翌月1日からに間に合うように当月中に計画案！

サービスの
変更・追加

第5号様式

△申請書別表（※区分が必要なサービスの追加時に必要。
主治医欄要記入）
→→→計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明

終了 第5号様式 △モニタリングを実施できた場合はモニタリングのみでもOK



障害福祉サービス…更新

• 氏名・住所等は印字
されている。

• 印字されていない箇
所の記入をお忘れ
なく。

• ご本人が送られてき
た申請書を紛失する
場合もある。



• 更新書類の発送時期
6月末更新の場合→5/20前後の発送
8月末区分更新の場合→5/20前後の発送

• 更新申請に必要な書類
第5号様式
申請書別表（区分更新）
世帯状況・収入申告書
→→→計画案

△グループホーム家賃証明
△訓練系の更新の場合は事業所意見書

障害福祉サービス…更新



障害福祉サービス
申請書様式 添付書類

新規 第5号様式

○対象者であることが確認できる書類
○申請書別表（※区分が必要な場合は主治医欄要記入）
○世帯状況・収入申告書
○サービス等利用計画作成依頼届出書
→→→調査後、計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明

更新
第5号様式

△申請書別表（※区分更新の場合は主治医欄要記入）
○世帯状況・収入申告書
→→→計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明
△訓練系の更新の場合は事業所意見書

支給量変更 第11号様式 →→→翌月1日からに間に合うように当月中に計画案！

サービスの
変更・追加

第5号様式

△申請書別表（※区分が必要なサービスの追加時に必要。
主治医欄要記入）
→→→計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明

終了 第5号様式 △モニタリングを実施できた場合はモニタリングのみでもOK



障害福祉サービス…第11号様式

変更の理由

例）
・通院先が増えたため
・事業所に慣れてきたため

※標準支給量を超える場合は具体的な
理由が必要

（標準支給量：「長崎市の障害者福祉サー
ビス等の手引き（相談支援事業所向け）」
P.36-37

書類が揃った翌月から変更可



障害福祉サービス
申請書様式 添付書類

新規 第5号様式

○対象者であることが確認できる書類
○申請書別表（※区分が必要な場合は主治医欄要記入）
○世帯状況・収入申告書
○サービス等利用計画作成依頼届出書
→→→調査後、計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明

更新
第5号様式

△申請書別表（※区分更新の場合は主治医欄要記入）
○世帯状況・収入申告書
→→→計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明
△訓練系の更新の場合は事業所意見書

支給量変更 第11号様式 →→→翌月1日からに間に合うように当月中に計画案！

サービスの
変更・追加

第5号様式

△申請書別表（※区分が必要なサービスの追加時に必要。
主治医欄要記入）
→→→計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明

終了 第5号様式 △モニタリングを実施できた場合はモニタリングのみでもOK



• サービスの変更
例1）就労継続支援B型→就労継続支援A型

例2）就労継続支援B型→生活介護

• サービスの追加
例3）家事援助＋就労継続支援B型

例4）就労継続支援B型＋家事援助

障害福祉サービス…サービスの変更・追加

この場合は
区分が

必要になる

第5号様式＋（申請書別表）＋計画案



障害福祉サービス
申請書様式 添付書類

新規 第5号様式

○対象者であることが確認できる書類
○申請書別表（※区分が必要な場合は主治医欄要記入）
○世帯状況・収入申告書
○サービス等利用計画作成依頼届出書
→→→調査後、計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明

更新
第5号様式

△申請書別表（※区分更新の場合は主治医欄要記入）
○世帯状況・収入申告書
→→→計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明
△訓練系の更新の場合は事業所意見書

支給量変更 第11号様式 →→→翌月1日からに間に合うように当月中に計画案！

サービスの
変更・追加

第5号様式

△申請書別表（※区分が必要なサービスの追加時に必要。
主治医欄要記入）
→→→計画案提出で支給決定！

△グループホーム（体験・入所）の家賃証明

終了 第5号様式 △モニタリングを実施できた場合はモニタリングのみでもOK



障害福祉サービス…終了

モニタリングがと
れるなら、モニタリ
ングにて終了の理
由等含めて報告
を。

その場合、申請書
提出不要。

代理で申請する
場合はここに
チェックし記入

該当する
方のみ
記入

終了の理由・終了日

例）
・一般就労のため利用終了（5月末）
・長期入院のため利用終了（5月末）


